
 

○多度津町離島介護サービス提供促進事業の助成に関する要綱 

平成２３年５月２５日 

要綱第１７号 

（目的） 

第１条 この要綱は、介護サービスの確保が困難な離島地域の住民の居宅を訪

問し、介護サービスを提供する事業者に対し、助成金を交付することにより、

離島での安定的な介護サービス提供体制の確保を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

（１） 離島 高見島及び佐柳島をいう。 

（２） 要介護者等 介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」と

いう。）第７条に規定する要介護者及び要支援者並びに多度津町介護予防・

日常生活支援総合事業実施要綱（平成２８年多度津町要綱第２５号。以下

「実施要綱」という。）第７条第１項に規定する総合事業の対象者をいう。 

（３） 介護サービス 法第８条に規定する訪問介護、訪問入浴介護、訪問

看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定

福祉用具販売及び居宅介護支援並びに法第８条の２に規定する介護予防訪

問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビ

リテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与、特定

介護予防福祉用具販売及び介護予防支援並びに法第４５条第１項に規定す

る居宅介護住宅改修費及び法第５７条第１項に規定する介護予防住宅改修

費の支給に係るサービス並びに実施要綱第４条第１号に規定する介護予

防・生活支援サービス事業（通所型サービスを除く。）をいう。 

（４） 船賃 海上運送法（昭和２４年法律第１８７号）第８条第１項に規

定する一般旅客定期航路事業者が定める旅客の運賃及び自動車航送に係る

運賃をいう。 

（助成対象者） 

第３条 助成対象者は、法第７０条及び法第７１条の規定により指定を受けた

居宅サービス事業者、法第７９条の規定により指定を受けた居宅介護支援事



 

業者、法第１１５条の２の規定により指定を受けた介護予防サービス事業者、

法第１１５条の２２の規定により指定を受けた介護予防支援事業者、法第１

１５条の４５の３の規定により指定を受けた第１号事業指定事業者並びに法

第４５条第１項に規定する居宅介護住宅改修及び法第５７条第１項に規定す

る介護予防住宅改修を行う事業者とする。 

（助成対象事業） 

第４条 助成の対象となる事業は、助成対象者が離島に居住する要介護者等に

対して介護サービスを提供する事業とする。 

（助成金の額） 

第５条 助成金の額は、次に掲げるものの合計額とする。 

（１） 助成対象事業に要する船賃に相当する額 

（２） 助成対象事業の従事者１名１日につき、次に掲げる額 

区分 助成金の額 備考 

高見島 １，３００円 同一の介護従事者が１日に

２回以上の介護サービス提

供を行った場合でも、助成金

の額は１日分とする。 

佐柳島 ２，２００円 

（助成金の申請） 

第６条 助成を受けようとする者は、多度津町離島介護サービス提供促進事業

助成金申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）に関係書類を添えて、

町長に提出しなければならない。 

２ 前項に係る添付書類は、次に掲げるとおりとする。 

（１） 介護サービス提供確認票（様式第２号） 

（２） サービス提供表の写し 

（３） その他町長が必要と認める書類 

（助成の決定） 

第７条 町長は、前条の申請書の内容を審査して助成の可否を決定し、多度津

町離島介護サービス提供促進事業助成決定（却下）通知書（様式第３号。以

下「助成決定通知書」という。）により、当該申請者に通知するものとする。 

（助成金の請求） 



 

第８条 助成決定通知書を受けた者は、多度津町離島介護サービス提供促進事

業助成金請求書（様式第４号。以下「請求書」という。）を、町長に提出す

るものとする。 

（助成の方法） 

第９条 町長は、前条の請求書を受理したときは、請求書を受理した月の翌月

の末日までに助成金を支払うものとする。 

（不正利得の返還） 

第１０条 町長は、偽りその他不正の手段により本事業の助成を受けた者があ

るときは、その助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させる

ことができる。 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行し、平成２３年４月１日から適用する。 

附 則（平成２６年３月１８日要綱第１１号） 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年２月１６日要綱第５号） 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。


